
- 1 - 

令和４年度 あ さ ぎ り 町 議 会 第 １ ０ 回 会 議 会 議 録 （ 第 2 1号 ）  

招 集 年 月 日 令和４年１２月２６日 

招 集 の 場 所 あ さ ぎ り 町 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 令和4年12月26日 午前10時33分 副議長 森 岡  勉 

散 会 令和4年12月26日 午前11時00分 副議長 森 岡  勉 

応（不応）招議員

及び出席並びに

欠席議員 

出 席 １３名 

欠 席  １名 

○ 出席 △ 欠席 

× 不 応 招 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

 １ 小 谷 節 雄 ○ ８ 山 口 和 幸 ○ 

 ２ 岩 本 恭 典 ○ ９ 永 井 英 治 ○ 

 ３ 難 波 文 美 ○ １０ 皆 越 てる子 ○ 

 ４ 加賀山 瑞津子 ○ １１ 小見田  和行 ○ 

 ５ 橋 本   誠 ○ １２ 溝 口 峰 男 ○ 

 ６ 小 出 高 明 ○ １３ 森 岡   勉 ○ 

 ７ 豊 永 喜 一 ○ １４ 徳 永 正 道 △ 

議事録署名議員 ６番 小 出 高 明   ７番 豊 永 喜 一 

出席した議会書記 事務局長 山 本 祐 二   事務局書記 丸 山 修 一 

地方自治法第１２１ 

条により説明のた 

め出席した者の職 

氏名 

 出席  ○ 

 欠席  × 

  

職 名 氏     名 
出欠等

の 別 
職 名 氏     名 

出欠等

の 別 

町 長 尾 鷹 一 範 ○ 教 育 長 米 良 隆 夫 ○ 

   
教育課長

補 佐 
石 井   誠 ○ 

      

      

      

      

      

      

      

議 事 日 程  別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 
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議事日程（第２１号） 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 報告第１５号 専決処分した工事請負契約についての議決を一部変更することの 

報告について 

日程第 ３ 議案第６０号 あさぎり中学校仮設校舎設置工事請負契約の締結について 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 報告第１５号 専決処分した工事請負契約についての議決を一部変更することの 

報告について 

日程第 ３ 議案第６０号 あさぎり中学校仮設校舎設置工事請負契約の締結について 

 

 

午前１０時３３分 開 会 

 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。着席ください。 

◎副議長（森岡 勉君）  德永議長から欠席届が出ておりますので、地方自治法第１０６条第１項により、私

が議長の職務を行います。よろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  ただいまの出席議員は１２人です。定足数に達していますので、令和４年度あさぎ

り町議会第１０回会議を開会します。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は御手元に配付のと

おりです。 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本会議の会議録署名議員は会議規則

第１２４条の規定によって、６番、小出高明議員、７番、豊永喜一議員を指名します。 

日程第２ 報告第１５号 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第２、報告第１５号、専決処分した工事請負契約についての議決を一部変更す

ることの報告についてを議題とします。執行部からの報告を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  報告第１５号、専決処分した工事請負契約についての議決を一部変更することにつ

いて、変更することの報告について。地方自治法第１８０条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告します。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。 

◎副議長（森岡 勉君）  石井教育課長補佐。 

●教育課長補佐（石井 誠君）  はい。説明いたします。専決第９号で工事請負契約の締結についての議決の

一部変更を行っております。令和４年６月、６月１０日に議会の議決を得ました旧深田中学校校舎等解体工

事請負契約の締結についてを、の一部を次のとおり変更いたします。変更した事項は、契約金額でございま

す。既決金額８,６１２万飛び１８８円、変更する金額８,８８７万８,９００円、２７５万８,７１２円の増
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額でございます。変更する理由としましては、石綿含有建材の施行前調査費用を追加したこと。あと、工事

敷地内の残土を敷きならす費用を追加したこと。以上でございます。 

◎副議長（森岡 勉君）  報告が終わりました。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで報告第１５号を終わります。 

日程第３ 議案第６０号 

◎副議長（森岡 勉君）  日程第３、議案第６０号、あさぎり中学校仮設校舎設置工事請負契約の締結につい

てを議題とします。提案理由の説明を求めます。町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  議案第６０号、あさぎり中学校仮設校舎設置工事請負契約の締結について提案いた

します。提案理由を申し上げます。あさぎり中学校仮設校舎設置工事請負契約の締結について、あさぎり町

議会の議決に付すべき契約及び財産の収得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を経る

必要がある。これがこの議案を提出する理由です。詳細につきましては担当課長より説明申し上げます。ど

うか審議の上、可決いただきますようよろしくお願いいたします。 

◎副議長（森岡 勉君）  石井教育課長補佐。 

●教育課長補佐（石井 誠君）  はい。それではあさぎり中学校仮設校舎設置工事請負契約の締結について説

明いたします。まず、工事名、あさぎり中学校仮設校舎設置工事。工事内容、仮設校舎設置、賃貸借、解体

撤去一式。工事場所、球磨郡あさぎり町上北地内。契約金額、１億９,９６５万円。契約の相手方、熊本県

熊本市中央区南熊本５－１－１ 大和リース株式会社熊本支店、支店長 圓城裕三。契約の方法は随意契約

でございます。随意契約の理由としましては、１１月２１日に１回目の入札を行いましたが、不調。２回目

を１２月１３日に行いましたが不調となりましたので、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号、競

争入札に付し、入札者がいないときまたは再度入札に付し、落札者がいないときに基づきまして、随意契約

をするものでございます。工事の概要としましてはあさぎり中学校の長寿命化改修工事中に普通教室棟が使

用出来なく出来なくなるため、仮設校舎を設置するものです。工事期間につきましては、契約の日から令和

６年３月２９日までを予定しております。以上で説明を終わります。 

◎副議長（森岡 勉君）  提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありません

か。１２番、溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  先ほど１時間余りの全協の中で、説明は受けましたが１点だけ確認させて

ください。７月の１３日に設計業者の入札が行われておりますが、この設計業者の入札時に対して、どのよ

うな資料を求める。当然図面もそうでありますがほかにはどのようなものを求めるということで、提示をし

て入札されたのか。それともう１点。今回の２回の不調の大きな理由は、見積りが、業者さんが出来ない。

それは一式ということで表示がなされたと。そういうことでの辞退が多かったということを聞いております。

その時にですね、業者さんに対して、どのような資料を求められたのか。当然金額は出すわけでありますが、

金額とほかにですね、資料を求めるはずですね、やっぱりその根拠となるもの。どのようなものをが求めら

れたのでしょうか。２点伺います。 
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◎副議長（森岡 勉君）  石井教育課長補佐。 

●教育課長補佐（石井 誠君）  はい。設計の成果品ということになろうかと思います１点目の質問ですね。

当然、図面と設計書といいますか。設計書、あとは設計に今回の場合、見積り等を多く使っておりますので、

その見積りの資料等が提出いただいた資料となります。入札に関しましてといいますか、うちのほうからで

すね提示しているのが、図面と設計書、金抜き、当然金抜き設計書になりますけれども、あとですね、ちょ

っと補足に説明になりますが見積り期間につきまして土日を除いて１０日見積り期間としておりましてその

間に質問等ありましたらということで、当然質問期間も設けておりますので、その間には、質問等質問期間

を設けておりますということを回答させていただきます。すいません。２点目の質問でですね、どのような

資料求めたかということです。こちらはすいません、積算業者にということですかね。はい。当然先ほど言

いましたような、設計書、図面、あとは見積り資料ということになります。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  １２番、溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  見積り資料を、の提出を求められたわけですね。業者さんにですね。設計

業者にどっちにですか。二つの質問の中のどっちに、その。 

◎副議長（森岡 勉君）  はい。暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４４分 

再開 午前１０時５１分 

 

◎副議長（森岡 勉君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。石井教育課長補佐。 

●教育課長補佐（石井 誠君）  入札時のですね入札される業者さんに求めた、提出を求めた書類につきまし

ては、入札書と内訳書でございます。こちらは全て、他の入札等のに関しまして、全てにおいてこの二つを

求めているということでございます。すいません今の件は工事のですね、工事に関しての入札時の。 

◎副議長（森岡 勉君）  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１０時５３分 

 

◎副議長（森岡 勉君）  会議を再開します。石井教育課長補佐。 

●教育課長補佐（石井 誠君） 質問がありました設計のですね、成果品として何を求めたかということでご

ざいます。求めたものは、設計書ですね。あと特記仕様書、あと図面。設計をするに当たって収集しました

見積り書等の資料でございます。あと工事の入札時に工事の入札業者に求めた資料としましては、金額が書

かれた入札書。あと内訳書でございます。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  石井教育課長補佐。 

●教育課長補佐（石井 誠君）  すいません。工事のですね入札をしました時に指名ました業者さんからの質
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問につきまして件数といいますか、内容に、内容としまして２３個質問があったということでございます。

その多くがその図面等から見ましたその仕様の確認ですね。これはこういう製品でいいのかとか、そういっ

た質問が来ていたということでこの、その質問に関しましては指名しました業者全てに通知といいますかお

知らせをしている、内容についてお知らせをしているということでございます。以上です。 

◎副議長（森岡 勉君）  １２番、溝口議員。 

○議員（１２番 溝口 峰男君）  設計業者には見積り書、先ほど全協で見せてもらいましたが、あの見積り

書で了解ということで確認したわけですたいね。町としては、執行部としては。通常はどの土木関係にして

もそうですけれども、先ほどから申し上げとるように今しっかりと積算ができるように入札時の積算数量書

活用方式というのがとられて、土木関係も全てそれでやっておりますね。その中でを見て精査をして、その

金額が適正であるかどうか見て、そして入札に工事関係の入札にかけるわけですね。今回はそれがその方式

をとられてなくて、もう一式だということだもんだから、業者さん、工事をする業者さんからしても質問が

あってるように、その仕様書の確認とか、質問がいっぱい出てくるわけですよね。通常は普通はあり得ない

質問だろうと思うわけですたい。で、一式だもんだからそういう問合せがあるわけですけれども、そういう、

今回そういう方式をとられたことに対して非常に疑念を持たざるを得ない部分が出てきます。今後はですよ、

こういった方式をしっかりと国土交通省もやりなさいと、積算がしやすいようにしなさいと。いうことをち

ゃんとやってるわけで支持してるわけですから、そういったことをやっぱり守っていくならばですよ、もう

町の執行部も疑いを持たれずに済むだろうし、業者さんにしても設計業者さんもですよ。そういう目で見ら

れんでもいい。もう少しみんなが信頼できる形で入札の在り方というのが私は取られないと私は町長自身が

また疑われるような状況になってくるんではないのかというふうに思いますけども。今後についてどのよう

に町長お考えですか。 

◎副議長（森岡 勉君）  町長。 

●町長（尾鷹 一範君）  はい。この件につきましてはですね教育委員会の部局になりますので、そちらのほ

うで十分精査されてきたというふうに思っておりました。今いろいろ全協、それから、この本議会での質問

を受けまして、今後はですね、私もしっかりと精査していきたいと思います。町長部局のところでは担当課。

担当課の課長、課長補佐、グループ長、担当それから関連する他の課も入れて随時協議を重ねておりますが、

教育委員会というところで独立した組織でありましたので、今回はですね、お任せしてたところもあります。

十分にそこら辺は反省しまして、今後はですねしっかり私も中に入って精査して御指摘のようなことがない

ように努めたいと思います。 

◎副議長（森岡 勉君）  米良教育長。 

●教育長（米良 隆夫君）  はい。今回のことにつきましては本当にいろいろ御示唆等いただき、本当にあり

がとうございました。今後やっぱこういうようなことがないように、私も他の課との連携を深めながら行っ

ていきたいというふうに思っております。本当にありがとうございました。 

◎副議長（森岡 勉君）  ほかに質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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◎副議長（森岡 勉君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論あ

りませんか。 

（「なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから、議案第６０号を採決し

ます。本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

◎副議長（森岡 勉君）  起立多数です。したがって、議案第６０号は原案のとおり可決されました。 

◎副議長（森岡 勉君）  お諮りします。本日の会議で議決の結果生じた条項、字句、数字、その他の整理を

要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎副議長（森岡 勉君）  異議なしと認めます。したがって、条項、字句、数字、その他の整理を議長に委任

することに決定しました。 

◎副議長（森岡 勉君）  これで本日の日程は全部終了しました。会議を閉じます。令和４年度あさぎり町議

会第１０回会議を閉会します。 

●議会事務局長（山本 祐二君）  御起立ください。礼。 

 

午前１１時００分  閉 会 

 

 

 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

令和 ５ 年 ２ 月 ２１ 日 

 

副 議 長  森 岡   勉 

 

署名議員  小 出 高 明 

 

署名議員  豊 永 喜 一 


